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２０２５年５月２８日（水）
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本日お伝えしたいこと

１．EPAの利用状況（輸出）

２．EPA利用（再考）のすすめ

３．税関によるEPA利用（再考）支援

４．まとめ
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（2025年4月末時点）※ RCEP のうち△の国は未発効

EPA/国
ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

ﾒｷｼｺ ﾏﾚｰｼｱ ﾁﾘ ﾀｲ
ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ

ﾌﾞﾙﾈｲ
ｶﾝﾎﾞ
ｼﾞｱ

ﾐｬﾝﾏｰ ﾗｵｽ
ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ

ｽｲｽ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｲﾝﾄﾞ ﾍﾟﾙｰ 豪州 ﾓﾝｺﾞﾙ ｶﾅﾀﾞ ＮＺ ＥＵ 米国 英国 韓国 中国

２国間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ASEAN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CPTPP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RCEP ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発効済
（20）

2002.11 シンガポール（2007.9改正） 2008.7 ブルネイ 2012.3 ペルー 2021.1 英国

2005.4 メキシコ（2012.4改正） 2008.12 ASEAN（2020.8改正） 2015.1 豪州 2022.1 RCEP

2006.7 マレーシア 2008.12 フィリピン 2016.6 モンゴル

2007.9 チリ 2009.9 スイス 2018.12 CPTPP

2007.11 タイ 2009.10 ベトナム 2019.2 EU

2008.7 インドネシア 2011.8 インド 2020.1 米国

日本で発効しているEPA

RCEP

CPTPP

EU

スイス

英国 モンゴル

ASEAN

インド

韓国

中国

カナダ

米国

ペルー

チリ

メキシコ

ラオス

タイ

ミャンマー

カンボジア

フィリピン

インドネシア

豪州 NZ

ベトナム

マレーシア

ブルネイ

シンガポール

日本

※ 赤字箇所は２国間EPA

EPA概要１．EPAの利用状況
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第５回「経済連携協定（EPA）利用に係るアンケート」 調査結果
（2024.6.14、財務省委託調査、日本関税協会による）※税関HP

【構成】

〇EPAの利用状況

〇EPAの利用割合

〇EPAを利用しない理由

〇利用１年以内の者がEPAの利用を開始した理由

〇EPA利用に関する事務の体制

〇利用中のEPAについての困り事

〇EPA利用に係る税関手続の情報入手・相談先等

○EPA利用に係る税関ＨＰの利用目的・税関手続の情報入手・相談内容等

〇ＥＰＡ関連の説明会に対する更なる要望・日本税関のＥＰＡに関する情
報提供への満足度

１．EPAの利用状況

調査期間：2023年12月13日-2024年1月31日
有効回答数：1,172 （通関業512、製造業373、商業・商社186、運輸・倉庫業130、団体11、その他（卸売業、コンサルなど）21
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１．EPAの利用状況 アンケート①
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１．EPAの利用状況 アンケート②
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２．EPAの利用状況 アンケート③
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２．EPAの利用状況 アンケート④
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１．EPAの利用状況 アンケート⑥

9



１．EPAの利用状況 アンケート⑤
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（出典）令和７年５月14日関税・外国為替等審議会関税分科会資料「最近の関税政策と税関行政を巡る状況」P27

【2025年1月公表】
１．EPAの利用状況

☞
EPA関税認定
アドバイザー
の創設
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ＥＰＡ利用を再考してみませんか？

EPA特恵マージンは年々拡大
日EU・EPAの例
（EU側の関税

率）
発効時：8.8%
現 在：2.5%

（５年経過）乗用車

サプライチェーンのリスク分散の必要性

函館税関業務部原産地調査官
ＴＥＬ：０１３８－４０－４２５５
メールアドレス：hkd-gyomu-gensan@customs.go.jp

ご相談は以下にお問合せください

メガEPA（TPP11、日
EU EPA等）発効から年
数が経過し、特恵マージ
ンは年々拡大しています。

特定の輸出相手国に依
存することのリスクが
顕在化してきており、
分散化が推奨されます。

近年、円安傾向が続くとともに、
購買力平価でみて日本産品は割安
です。

函館税関

円安傾向等によるビジネスチャンス

今がその時期です！ 皆様の再考を税関が支援します。

EPAを利用しない・できない状況は変わっていませんか？
この機会に見直して競争力を高めませんか？

輸出入者の皆様へ
２．EPA利用（再考）のススメ
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特恵マージン＝
EPA特恵関税と
最恵国待遇（MFN）関税
の差

EPA関税
段階的撤廃・削減
（ステージング）
➡FTAは10年間で完成
（品目ベース90%以上撤廃）

サプライチェーンリスク（供給
途絶、禁輸や輸入禁止的な関
税引上げ等）の分散が必要
→輸入先・輸出先の多様化

円安傾向の継続、購買力平価
でみて日本産品の価格割安

EPA特恵マージンは年々拡大



【再掲】

（2025年4月末時点）※ RCEP のうち△の国は未発効

EPA/国
ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

ﾒｷｼｺ ﾏﾚｰｼｱ ﾁﾘ ﾀｲ
ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ

ﾌﾞﾙﾈｲ
ｶﾝﾎﾞ
ｼﾞｱ

ﾐｬﾝﾏｰ ﾗｵｽ
ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ

ｽｲｽ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｲﾝﾄﾞ ﾍﾟﾙｰ 豪州 ﾓﾝｺﾞﾙ ｶﾅﾀﾞ ＮＺ ＥＵ 米国 英国 韓国 中国

２国間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ASEAN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CPTPP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RCEP ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発効済
（20）

2002.11 シンガポール（2007.9改正） 2008.7 ブルネイ 2012.3 ペルー 2021.1 英国

2005.4 メキシコ（2012.4改正） 2008.12 ASEAN（2020.8改正） 2015.1 豪州 2022.1 RCEP

2006.7 マレーシア 2008.12 フィリピン 2016.6 モンゴル

2007.9 チリ 2009.9 スイス 2018.12 CPTPP

2007.11 タイ 2009.10 ベトナム 2019.2 EU

2008.7 インドネシア 2011.8 インド 2020.1 米国

日本で発効しているEPA

RCEP

CPTPP

EU

スイス

英国 モンゴル

ASEAN

インド

韓国

中国

カナダ

米国

ペルー

チリ

メキシコ

ラオス

タイ

ミャンマー

カンボジア

フィリピン

インドネシア

豪州 NZ

ベトナム

マレーシア

ブルネイ

シンガポール

日本

※ 赤字箇所は２国間EPA

EPA概要
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○

発効10年以上経過
➡ステージングほぼ終了
➡FTA完成

➡2027年で発効10年

➡2028年で発効10年

メリット＝特恵マージン
➡年々拡大

２．EPA利用（再考）のススメ



325

世界で発効しているRTA（地域貿易協定）の推移
1948-2025

発効RTAの累積件数

デメリット＝
特恵マージンを利用しない

「取引先の要請」を待つの
ではなく、事業戦略として
EPA利用の検討を

２．EPA利用（再考）のススメ
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★メキシコ12％

★カナダ12％

★日本24％

★中国34％
（一時125%）

★韓国25％

★台湾36％

（参考） 米国トランプ政権2.0  相互関税   

鉄鋼・アルミ25％
自動車・同部品25％

品目別追加関税

ベースライン追加税率10％

国別上乗せ税率★
（一時停止中）

★ＥＵ 20％

★インド26％

★ミャンマー44％ ★ベトナム46％
★タイ36％ ★フィリピン17％
★ラオス48％ ★マレーシア24％
★カンボジア49％ ★インドネシア32％

★ブルネイ24％

国別追加関税
（不法移民・違法薬物）

★スイス20％

★バングラデシュ37％

カナダ25％
メキシコ25％
中国20％

※USMCA特恵原産品は適用除外

※USMCA特恵原産品は適用除外

※相互関税と累積して適用

２．EPA利用（再考）のススメ
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マージンに着目！



サプライチェーン構築

サプライチェーンリスク顕在化

グローバル・サプライチェーンの見直し（再考）

自然災害（東日本大震災、タイ大洪水）

世界規模の感染症（新型コロナ）

米中対立 経済安全保障（守り、攻め）

中国レアアース輸出規制 中国対日本水産物輸入規制

対ロシア経済制裁
中東紛争（紅海ルート）

トランプ対世界追加関税
（相互関税、国別関税、
品目別関税）

サプライチェーンの見直し（再考）

サプライチェーンリスク分散化

地政学・地経学リスク

国際貿易におけるリスク

２．EPA利用（再考）のススメ

自由貿易体制の堅持

16

輸出先・輸入先の多様化



１．月別推移（2023年6月～2025年3月）

活・生鮮・冷蔵

冷凍殻付き

冷凍殻なし

北海道からの輸出「ほたて」主要ＨＳ別月別推移・国別構成比（１）

２．主要ＨＳ別仕向国（2025年3月）

※本資料のホタテは以下の輸出統計品目番号の実績となります。
スキャロップ及びその他のいたやがい科の軟体動物
活・生鮮・冷蔵：0307.21-000（生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵のもの）
冷凍殻なし：0307.22-100（冷凍したもののうち完全に殻を除いたもの）
冷凍殻付き：0307.22-900（冷凍したもののうちその他のもの）

地域/国
数量

（KG）
前年比

価額
（千円）

前年比

アジア 128,411 70.5% 112,239 81.6%

香港 125,656 70.4% 92,933 80.9%

台湾 2,530 68.0% 19,053 83.8%

マレーシア 225 全増 253 全増

総計 128,411 70.5% 112,239 81.6%

0307.21-000　　活・生鮮・冷蔵

地域/国
数量

（KG）
前年比

価額
（千円）

前年比

アジア 196,458 120.2% 676,831 279.4%

大韓民国 30,090 54.1% 39,250 103.2%

台湾 15,740 26.4% 56,915 37.3%

香港 29,680 848.0% 109,525 1128.1%

ベトナム 81,243 291.2% 281,035 1559.8%

タイ 38,265 230.5% 188,772 811.1%

フィリピン 1,440 全増 1,334 全増

西欧 176,225 263.0% 861,438 466.9%

英国 30,200 全増 150,978 全増

オランダ 45,025 全増 211,152 全増

ベルギー 101,000 150.8% 499,308 270.6%

北米 234,836 52.5% 1,763,533 143.2%

カナダ 29,789 98.6% 128,576 169.2%

アメリカ合衆国 205,047 49.2% 1,634,957 141.4%

総計 607,519 89.7% 3,301,802 199.1%

0307.22-100　　冷凍殻なし

地域/国
数量

（KG）
前年比

価額
（千円）

前年比

アジア 2,305,780 106.7% 1,435,621 430.0%

ベトナム 1,198,080 80.2% 669,146 319.8%

大韓民国 720,000 3000.0% 518,018 5970.7%

タイ 368,100 92.5% 230,843 430.0%

台湾 14,300 286.0% 14,337 692.6%

フィリピン 4,000 全増 1,865 全増

香港 1,300 86.7% 1,412 94.5%

総計 2,305,780 106.7% 1,435,621 430.0%

0307.22-900　　冷凍殻付き

２．EPA利用（再考）のススメ
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11

北海道からの輸出「ほたて」主要ＨＳ別月別推移・国別構成比（２）

３．国別価額構成比（2023年6月、同9月、2024年8月、2025年3月）
②2023年9月（輸入停止措置直後） ④2025年3月（現在）

活
・ 

生
鮮
・
冷
蔵

冷
凍
殻
付
き

香港

89.1%

台湾

10.6%

マレーシア

0.2%

価額構成比

活・生鮮・冷蔵

アメリカ

72.1%

フランス

6.4%

オランダ

5.9%

カナダ

5.5%

英国

3.3%

その他

6.7%

価額構成比

冷凍殻なし

ベトナム

61.8%

韓国

17.6%

台湾

14.0%

香港

6.5%

価額構成比

冷凍殻付き

香港

78.0%

台湾

12.4%

中国

9.3%

マレーシア

0.4%

価額構成比

活・生鮮・冷蔵

中国

45.8%

オランダ

24.0%

アメリカ

12.9%

デンマーク

7.7%

韓国

3.8%

その他

5.9%

価額構成比

冷凍殻なし

中国

98.7%

ベトナム

0.8%

韓国

0.3% マレーシア

0.2%

価額構成比

冷凍殻付き

冷
凍
殻
な
し

①2023年6月（輸入停止措置前）

香港

84.0%

台湾

13.9%

大韓民国

2.1%

価額構成比

活・生鮮・冷蔵

ベトナム

76.9%

タイ

15.1%

インドネシア

6.2%

その他

1.8%

価額構成比

冷凍殻付き

アメリカ

72.1%

フランス

6.4%

オラン

ダ…

カナダ

5.5%

英国

3.3%

その他

6.7%

価額構成比

冷凍殻なし

③2024年8月（輸入停止措置１年後）

２．EPA利用（再考）のススメ
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税関HP

原産地規則ポータル
https://www.customs.go.jp/roo/index.htm

３．税関によるEPA利用再考支援

19

クリック！



輸出入貨物のEPA利用ステップ
３．税関によるEPA利用再考支援
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輸出貨物のEPA利用ステップに係る支援

函館税関では、実際の輸出取引だけでなく、今後の輸出先の多様化も含め、

事業者が行う以下の調査への支援を通じて、EPA利用の再考を支援します。

（※業務部原産地調査官がワンストップ窓口として対応）

１．輸出HS番号

２．輸出先国の適用関税率（EPA税率を含む）

３．適用原産地規則の特定と適合性確認

４．輸出先国における原産地証明に必要な書類

＋原産地の事後確認（検証）における経験を踏まえたアドバイスも可能。

３．税関によるEPA利用（再考）支援

21

EPA輸出相談ワンストップ窓口
（2024年11月設置）

他の地元経済の輸出支援機関による取組みの補完
→税関当局としての知見・経験を活かしたアドバイス



輸出と輸入の共通性、ＨＳコード解釈、事後確認（検証）の進展

〇世界共通、輸出入共通で、関税分類には、WCO（世界税関機構）のＨＳ条約品目表（HS品目表）を採用

〇各EPAにおける各締約国の「譲許表」には、ＨＳ条約品目表の番号（ＨＳ番号／ＨＳコード）を採用。
→ＨＳコードは、２桁、４桁、６桁までが共通。
→譲許表にはないが、ＨＳ品目表における「関税率表の解釈に関する通則」や「部注・類注・号注」を適用。

〇各EPAの原産地規則は、締約国間において共通のものを採用。（日米貿易協定は例外）

〇各EPAの原産地規則における品目別規則のうち、関税分類変更基準（ＨＳコードの２桁、４桁、６桁を利用した
基準）が圧倒的に多数採用
→輸出貨物の製造に使用された非原産材料のＨＳコードを確認する必要がある。
（※関税分類変更基準で採用されている桁数にあわせて非原産材料のＨＳコードを確認する。
→非原産材料のＨＳコードは「ＣＣ」であれば２桁「ＣＴＨ」であれば６桁での確認で十分）

３．税関によるEPA利用再考支援

〇各EPAの譲許表や品目別規則で採用されるＨＳコードのバージョンは様々。
（※HSバージョンの変遷：1992, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022）
→輸出先国における輸入申告と原産地証明で利用するＨＳコードのバージョンが異なることがある。

〇各EPAの原産地規則における品目別規則は、ＨＳコードに沿って規定。

税関当局としての知見・経験を活かしたアドバイス
輸出貨物の EPA利用ス
テップの効率的・効果的な
調査への支援

22
（参考）ＨＳ条約：正式名称「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」

                            International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System



◼ 税関HPの「輸出統計品目表」（日本における輸出申告で使用）で確認。
１

➢ https://www.customs.go.jp/yusyutu/index.htm

◼ HS番号に関する質問等： 各税関関税鑑査官部門で受付。
➢ https://www.customs.go.jp/question2.htm#b

HS番号の特定方法

３．税関によるEPA利用（再考）支援

「関税率表の解釈に関する通則」や
「部注・類注・号注」のほか、
「関税率表解説」「分類例規」に留意。

世界共通

事前教示制度の活用を推奨

輸出先税関当局が有権解釈

23

https://www.customs.go.jp/yusyutu/index.htm
https://www.customs.go.jp/question2.htm#b


原産品の要件の例外

原産資格を与えることと
 ならない作業

僅少の非原産材料
 （許容限度）

累積

加工工程基準

付加価値基準

関税分類変更基準

原産地
規則

原産地基準

原産材料のみから
生産される産品

完全生産品

品目別規則
（実質的変更基準）
を満たす産品

「原産品」の要件

手続的規定 積送基準
（運送要件証明書）

原産地証明
（原産地証明書等）

品目別規則

（実質的変更基準）

原産地規則の構成

24

３．税関によるEPA利用（再考）支援

救済規定



「原産品」の要件の例外

原産地基準

⚫ 相手国の原産品を自国の原産材料とみなすという考え方。

⚫ 一の国では原産地基準を満たしていなくても、２ヵ国等の生産を重ね合わせる（＝累積する）ことにより、 
原産品の資格を獲得しやすいというメリット。

⚫ 「相手国で作ったモノは、自国で作ったモノ」とみなす考え方（｢モノ｣の累積）と、

⚫ 「相手国で行った生産は、自国で行った生産」とみなす考え方（｢生産行為｣の累積）がある。

⚫ 「モノ」の累積→原産材料の割合が増加する

⚫ 「生産行為の累積」→実質的変更基準を満たしやすくなる

累積 （救済規定）

⚫ 非原産材料が原産地基準（関税分類変更基準や加工工程基準）を満たさない場合でも、
その使用量が僅かである場合には、生産された産品を原産品として認める規定。

⚫ （言い換えると、原産地基準を満たさないごくわずかな非原産材料の使用を許容するルール）

⚫ 本規定の有無やどの程度まで認めるかは、EPA毎、品目毎に異なる。

（規定例）「産品の価額の１０％以下」、「産品の総重量の１０％以下」

→実質的変更基準を適用する非原産材料の割合が減少する

僅少の非原産材料（許容限度） （救済規定）
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救済規定

３．税関によるEPA利用（再考）支援



日米貿易協定における米国側の原産地規則

（出典）「日米貿易協定における原産地規則」（令和３年３月経済産業省通商政策局経済連携課）

〇協定構成：協定本文、附属書Ⅰ日本の関税及び関税に関する規定、附属書Ⅱ米国の関税及び関税に関する規定

〇「原産地規則及び原産地手続」については、共通ではなく、附属書Ⅰ・Ⅱに、日米別々の規定

米国の原産地規則について
・原産地基準については、①完全生産品、②原産材料からのみ生産される産品、③品目別規則を満たす産品。
・品目別原産地規則は、関税分類変更基準を採用。

・例外（附属書Ⅱパラ18(c)）

３．税関によるEPA利用（再考）支援

米国の判例法を通じて発展した基準であり、統一的な基準は存在しな
い。具体的な適用は、各事案の事実関係に大きく依存する。

・事前教示制度を活用して確認
・事前教示の検索も有効

26



米国税関事前教示①

米CBP eRuling Template（事前教示申請）
https://erulings.cbp.gov/s

クリック!

（※）２．請求種類においては、以下から少なくとも一つ選択（複数選択可）
・分類（Classification）
・表示（Marking）
・原産国（Country of Origin）
・貿易プログラム又は貿易協定の適用（Application of Trade Program or Trade 
Agreement ）

先頭ページ

テンプレート１ページ目

クリック!で次の項目へ

1 申請者情報 ２ 申請種類 ３ 質問 ４ 説明 ５ 添付書類 ６ 提出

３．税関によるEPA利用（再考）支援

27

（参考）



米国税関事前教示②
米CBP CROSS（事前教示検索システム）
https://rulings.cbp.gov/home

キーワードを入力 クリック!

Scallops（ホタテ）を入力

検索結果１ページ目

2024年

クリック!
して教示
内容を
表示へ

最新の日付か
ら表示

※Ruling Category Tariff NoとRuling referenceをみて、教示の種類と対象貨物を確認。
（上から２番目）
Category Tariff No「分類＋原産国、関税番号0307.22.0000」、Reference「冷凍ホタテ（殻なし）の関税分類・原産国」
（上から３番目）
Category Tariff No「分類、関税番号0307.22.0000」、Reference「日本からの冷凍ホタテ（殻なし）の関税分類」

３．税関によるEPA利用（再考）支援
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米国税関事前教示③

（前頁：上から２番目）
2024年1月19日付
カテゴリー「分類＋原産国」
関税番号「0307.22.0000」
件名「冷凍ホタテ（殻なし)の
関税分類・原産国」

本事前教示の内容
【対象貨物】
①日本で捕獲・冷凍した殻付きホタテを中国へ輸出。
②中国で当該貨物を解凍・殻取り・洗浄・水分保持処理（又は真水加熱
処理）・選別・冷凍・包装。
③完成品は中国から米国へ輸出。
【関税分類】HTSUS（米国関税率表） 0307.22.0000
【原産国】
＜根拠法令＞合衆国法典第19編第1304条に規定された原産国表示要件を
実施する連邦規則集第19編第134条（19 C.F.R. Part 134）。
＜原産国の定義：第134.1条(b）＞米国に輸入される外国原産品の製造、
生産又は育成した国。他国において物品に加工又は材料が加えられる場
合、当該他国が「表示（Marking）に係る規則」における「原産国」と
みなされるためには、実質的変更を生じさせる必要がある。
＜判例に基づく判断基準＞実質的変更とは、ある物品が加工工程を経て、
加工前の物品とは異なる新たな名称、特徴又は用途を有するようになっ
た場合に生じる。しかし、製造工程又は結合工程が物品の同一性を損な
うことなく軽微なものに過ぎない場合、実質的変更とはみなされない。
（参照判例省略）
＜上記基準に基づく判断＞上記の冷凍ホタテ（殻なし）については、中
国で加工されたことにより実質的変更は認められないと判断。したがっ
て、提供された情報に基づき、ホタテ（殻なし）は、税関の原産国及び
表示の目的のために、日本産と判断。

※同様の対象貨物（日本殻付きで輸出→中国殻なしへ加工→米国へ最終
輸出）については、2019年、2020年、2022年、2023年にも同様の事前
教示の検索結果が存在。

※米国における非特恵原産国は、上記連邦規則に基づいて「実質的変
更」の有無で決定。実施的変更の有無は、判例の基準に基づき判断。
→日米貿易協定の米国側の特恵原産地規則にも一部採用。

以下省略

３．税関によるEPA利用支援
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（EPA別）証明制度・提出書類・品目別規則のHSバージョン 一覧表
EPA他 証明制度 提出書類（原則） HSバージョン

インド 第三者証明 原産地証明書 2007

インドネシア 第三者証明 原産地証明書 2017※

シンガポール 第三者証明 原産地証明書 2002

タイ 第三者証明 原産地証明書 2017※

チリ 第三者証明 原産地証明書 2002

フィリピン 第三者証明 原産地証明書 2002

ブルネイ 第三者証明 原産地証明書 2002

ベトナム 第三者証明 原産地証明書 2007

マレーシア 第三者証明 原産地証明書 2002

モンゴル 第三者証明 原産地証明書 2012

ASEAN 第三者証明 原産地証明書 2017※

スイス
第三者証明
認定輸出者による自己証明

原産地証明書
原産地申告（「特定の原産地申告文」を記載した商業書類）

2007

ペルー
第三者証明
認定輸出者による自己証明

原産地証明書
原産地申告（「特定の原産地申告文」を記載した商業書類）

2007

メキシコ
第三者証明
認定輸出者による自己証明

原産地証明書
原産地申告（「特定の原産地申告文」を記載した商業書類）

2002

オーストラリア
第三者証明
自己申告

原産地証明書
原産品申告書 ＆ 原産品であることを明らかにする書類（原産品申告明細書、関係書類

等）
2012

米国 自己申告
原産品申告書 ＆ 原産品であることを明らかにする書類（原産品申告明細書、関係書類

等）
2017

英国 自己申告

原産品申告書 ＆ 原産品であることを明らかにする書類（原産品申告明細書、関係書類
等）
※ 輸出者・生産者自己申告は原産地申告書の代わりの「申告文」
※ 日英簡素化の場合は「申告文」のみ

2017

EU 自己申告

原産品申告書 ＆ 原産品であることを明らかにする書類（原産品申告明細書、関係書類
等）
※ 輸出者・生産者自己申告は原産地申告書の代わりの「申告文」
※ 日EU簡素化の場合は「申告文」のみ

2017

CPTPP 自己申告
原産品申告書 ＆ 原産品であることを明らかにする書類（原産品申告明細書、関係書類

等）
2012

RCEP
第三者証明
認定輸出者による自己証明
自己申告

原産地証明書
原産地申告（「協定附属書3Bの必要的記載事項」を記載したもの）
原産品申告書 ＆ 原産品であることを明らかにする書類（原産品申告明細書、関係書類

等）

2022※

※ インドネシア：2024.2.4までHS2002採用

※ タイ：2021.12.31までHS2002採用

※ ASEAN：2023.2.28までHS2002採用

※ RCEP：2022.12.31までHS2012採用
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３．税関によるEPA利用（再考）支援

証明方法が多様化
↓

・ニーズに応じた選
択可能性の拡大

↓
・コスト削減可能性
の拡大

品目別規則のHS
バージョンは最新の
HSとは異なる点に
留意。

※輸出先での輸入
申告は最新のHS
バージョン。



３．税関によるEPA利用支援

商工会議所 経済産業省

税関
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産品が原産品であることを証明するために必要な書類の例

◼ 完全生産品

契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等

◼ 原産材料のみから生産される産品

契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各材料・部品の投入記録、
製造原価計算書、仕入書、価格表等

◼ 品目別規則を満たす産品

a. 関税分類変更基準

 総部品表又は材料一覧表（HS番号を含む）、製造工程フロー図、生産指図書等

b. 付加価値基準（域内原産割合）

 製造原価計算書、仕入帳、伝票、請求書、支払記録、仕入書、価格表等

c. 加工工程基準（化学反応等）

 契約書、製造工程フロー図、生産指図書、生産内容証明書等

◼ その他の原産性の基準を適用する場合

材料の締約国原産地証明書等、製造原価計算書、その他輸出しようとする産品が、
各EPAに規定する原産性の基準（累積、僅少の非原産材料等）を満たしていることを
示すために必要となる事実を記載した資料

３．税関によるEPA利用支援
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特恵適用否認事例

税関HP 非違事例
https://www.customs.go.jp/roo/gensan_hiijirei/index.htm

原料のばれいしょがマレーシア産でない場合でも、
いずれかのアセアン加盟国で収穫されたものであ
ればOKだが、本事案のばれいしょはアセアン加盟

国で収穫されたものでないので、日マレーシア協定
上の原産品と認められない。

３．税関によるEPA利用支援

【一例】



１）EPAの利用状況
・利用されない・できない理由→取引先の要請がない、EPAに関する体制をとっていない 等

２）EPA利用再考のススメ
〇 EPA特恵マージンは年々拡大
EPA利用メリット年々拡大、EPA利用しないことは国際競争上のデメリット

〇 サプライチェーンリスクの顕在化
サプライチェーンリスクの分散が必要（集中依存回避）、EPA利用を通じた輸出先の多様化

〇 日本産品の割安
→ 輸出における事業戦略として自らEPAの活用や再考をすべき。では、体制は？

３）税関によるEPA利用再考支援
〇 税関HPに「輸出貨物のEPA利用ステップ」の情報あり
〇 函館税関EPA輸出相談ワンストップ窓口設置

→各事業者が行う「輸出貨物のEPA利用ステップ」の調査を支援
→各事業者ののEPA利用再考を側面支援

〇 他の輸出支援機関による取組の補完
→税関当局としての知見・経験を活かしたアドバイス
（輸出・輸入の共通性、ＨＳコード解釈、事後確認（検証）の進展）

４．まとめ

税関のEPA利用再考・輸出促進支援
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◼ 相談内容
・輸出貨物のHS番号、輸出先国の適用関税率（EPA税率を含む）
・適用原産地規則の特定と適合性
・輸出先国における原産地証明に必要な書類
・事後確認（検証）における経験を踏まえたアドバイス等々

◼ 担当部門

 函館税関業務部原産地調査官部門 EPA輸出相談ワンストップ窓口
 住所：北海道函館市海岸町２４－４ 函館港湾合同庁舎
 ☎ 0138-40-4255
 ✉ hkd-gyomu-gensan@customs.go.jp

◼ 相談方法
 メール、電話、対面、オンライン面談等
 相談内容に応じてご提案させていただきます。
 まずはお気軽にお問い合わせください。

函館税関では、EPAを利用した日本からの輸出について、
相談対応を行っています。

EPA輸出相談ワンストップ窓口

上記相談による結果は、輸出先でのEPA税率の適用を保証するものではありません。
EPA税率の確実な利用のため、輸出先税関における事前教示制度の利用等をお勧めする場合
もあります。

※セミナー等への講師派遣も可能ですので、ご要望があればお問い合わせください。

４．まとめ
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